
論

説

欧
州
連
合
に
み
る
環
境
と
開
発

へ
の
対
応

岡

田

昭

男

序

環
境
と
開
発

の
問
題

が
、
人
類

の
将
来

の
問
題
と
し

て
、
本
格
的

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、
最
近

の
こ
と
で
あ
り
、
世
界

各
国

の
夫

々
の
国
内

に
お
け
る
、
環
境
問
題

に
対

す
る
対
応

の
変
化

に
加
え

て
、
環
境
問
題

の
新
し
い
世
界
的
規
模

へ
向
け

て
の
広
が
り

を
促
進

し
た

の
は
、

一
九
七
二
年
六
月
五

日
か
ら

一
六

日
ま

で
、

ス
ト

ッ
ク
ホ

ル
ム
で
開
催
さ
れ
た

「国
連
人
間
環
境
会
議
」
で
あ

塚
莞
。

1

環
境
問
題

に
関
す

る
わ
が
国

の
占
く
か
ら

の
ケ
ー
ス
を
瞥
見
す
れ
ば
、
鉱
業
お
よ
び
工
業

の
発
展

に
伴

い
浮
上
し
た
公
害
問
題

で
、

わ

(
2
)

が
国

で
は
こ
れ

に

つ
き
、
公
害
行
政
を
も

っ
て
処
理
し

て
き
た
。

ま
た
本
稿

の
主
題

で
あ
る
欧
州
連
合

の
地
域

に
あ

っ
て
、
国
際
的
に
戦

前
か
ら
最
も
顕
著

で
あ

っ
た
も

の
の

一
つ
に
、
国
際
河
川

で
あ
る

ラ
イ

ン
河

の
水
質
汚
染

の
問
題
が
あ
り
、
関
係
流
域
国

で
あ
る

ス
イ

ス
、

独
、
仏
、

オ
ラ
ン
ダ

の
諸
国

で
戦
前

よ
り
討
議
さ
れ
、

一
番
川
下

に
位
置
す

る
オ
ラ
ン
ダ
が
、
被
害
国
と
し
て
常

に
苦
情
を
提
言
す
る
立

(
3

)
。

場

に
あ

っ
た

こ
と

は
周

知

の
と

お

り

で
あ

る
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と

こ
ろ

で
・
今

日

の
欧

州

連
合

は
、

後

述

す

る

よ
う

に
、

マ
ー

ス
ト
リ

ヒ
ト
条
約

を

は
じ

め
、

ま
た

そ

の
機

構

に
お

い
て
も
、
対

外

政

策

に
お

い

て
も

、

か
な

り

具
体
的

に
し

っ
か

り
し

た
枠
組

み
を
作

り
上
げ

て
い
る
。

そ

の
前
身

で
あ

る

一
九

五

七
年

の
欧

州
経

済

共

同
体

を

設
立

す

る

ロ
ー

マ
条

約

や
、

そ
れ

に
連
合

す

る
開

発

途
上

諸
国

を

カ

バ

ー
す

る
連
合

制

度

に
お

い

て
も
、

環

境
問

題

に
対

す

る
考

慮

は

全

く
無

か

っ
た
。

い
わ
ゆ
る
環
境
問
題
と
し

て
、
欧
州
共
同
体
が
検
討

を
開
始
し
た
の
は

一
九
七

二
年

の
パ
リ
に
お
け
る
欧
州
共
同
体

の
首
脳
会
議

に
始

(
4

)
Q

ま

る
と

さ
れ

て
い

る

と

こ
ろ
で

一
九
七

二
年

と
い
う
年

は
、
国
際
的

に
み
る
と
、
環
境
問
題

に
関
し

て
、
注
目
す

べ
き
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
年
と
な

っ
た
。

即
ち
第

一
に
前
述

の
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た

「
国
連
人
間
環
境
会
議
」

の
開
催

で
あ
り
、
第
二

に
、
同
年
欧
州
共
同
体

の
パ
リ

首
脳
会
議

で
、
欧
州
共
同
体
と
し
て
始
め

て
環
境
問
題
が
姐
上

に
上
げ
ら
れ
た

こ
と

で
あ

り
、
第
三

に
は

ロ
ー

マ
ク
ラ
ブ
が

「
成
長

の
限

　
ら

　

界
」
を
発
表
し
、
地
球

環
境
問
題
を
論

じ
人
類

の
将
来

に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ
ら
三
点

は
、
夫

々
単
発

の
も

の
で

は
な
く
、

一
九
六
〇
年
代

の
終

り
か
ら

一
九
七
〇
年
代

の
初
め

に
か
け
て
、
関
係
国
、
と
り
わ
け
先
進
主
要
諸
国
が
国
際
機
関

(国
連
、
O

E
C
D
等
)
の
場

に
依

り
討
議
を
行

っ
て
き

た
も

の
が

一
九
七

二
年

に
そ
ろ

っ
て
表
面
化
し
た
、
と
い
う

こ
と

で
は
な
い
か
と
解

さ
れ
る
。

二

欧
州
共
同
体
に
み
る
環
境
問
題
の
足
ど
り

前
述

の
と
お
り
、

一
九
七

二
年

ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
の
国
連
人
間
環
境
会
議

が
開
催
さ
れ
た
数
ヵ
月
後
、

パ
リ

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
欧

州
共
同
体
首
脳
会
議

に
お
い
て
・
幾

問
題

の
基
本
方
針

が
協
議

さ
勉

。
そ

の
際
、
欧
州
共
同
体
と
し

て
は
、
環
境
を
保
護
す
る
配
慮
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に
よ
り
、
目
的

と
す

べ
き

は
生
活
水
準

の
向
上

に
在
り
、
経
済

の
発
展
に
在
る
の
で
は
な

い
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
翌

一
九
七
三
年

=

月

に
環
境

に
関
す

る
第

一
次
五
力
年
計
画
を
設
定
し
、
次

い
で

一
九
七
七
年
第
二
次
計
画
、

一
九
八
三
年

に
第
三
次
計
画
、

一
九
八
七
年

に

第
四
次
計

画
を
設
定
し
、
第

一
次
計
画
以
来
・
二
〇
〇
を
超
え
る
法
規
・
規
則
を
採
択
し
た
と

い
鉱
杷
欧
州
共
同
体
は
・
環
境
と
開
発

の

問
題

に
益

々
関
心
を
強
め
た
。
な
か
ん
ず
く

一
九
八
七
年
四
月

に
ま
と
め
ら
れ
た

「
ブ

ル
ン
ト
ラ
ン
ト
親
籠
」

は
欧
州
共
同
体

の
政
策

に

少

な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
た
と

い
わ
れ
、
と
り
わ
け

一
九
八
八
年

一
二
月

の
閣
僚
理
事
会

で
は

「
持
続
可
能

の
開
発

(冷
濠
く
Φ
㎞。
薯
。
ヨ
Φ
葺

α
嘆
筈
一Φ
)
は
、
共
同
体

の
数
多
く

の
政
策

の
内

の
、
優
先
事
項
と
し

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
(鳩

な
お
、
欧
州
共
同
体

が

一
九
七
三
年
以
来
、
数
次

に
百
一っ
て
積

み
上
げ
た
計
画

の
う
ち
、
主
要
部
分

は

ロ
ー

マ
条
約
を
改
正
し
た

一
九

(
10

)

八
七
年

に
発
効
し
た
単

一
欧
州
議
定
書

の
中

に

「
第
七
章

環
境
」
と
し

て
収
め
ら
れ
、

ま
た

一
九
九

二
年

二
月
に
調
印
さ
れ
た

「
欧
州

連
合
条
約

で
は

「
第
十
六
章

環
境
」
と
し

て
、

一
部
修
正
補
足
が
行

わ
れ
、
引
き
継
が
れ

て
い
る
。

な
お
開
発

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
「
欧
州
連
合
条
約

第
十
七
章
」

に
、
「
開
発

に
関
す

る
協
力

(O
。
。
冨
冨
け一8

窪

9
<
。
一〇
や
冨
ヨ
o
旨

)」

と
し

て
3
力
条
が
初
め

て
加
え
ら
れ
た

(後
述
)
。

三

欧
州
連
合
条
約
に
み
る
環
境
問
題

か

ね
て
E
C
首
脳
会
議

は

一
九
七
二
年

の
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
の

「
国
連
人
間
環
境
会
議
」
以
来
、
「
環
境
問
題

に
注
目
し
、
前
述

の
と
お

り
、

ロ
ー

マ
条
約

の
改
正
を
目
指
し
た
、
単

一
欧
州
議
定
書
を
足

が
か
り
と
し

て
、
欧
州
連
合

に
お
け
る
、
環
境

に
対
す
る
対
応
を
第
十

六
章

に
お
い
て
要
旨
次

の
と
お
り
展
開
し

て
い
る
。

e

環
境

に
関
す

る
目
的

(第

一
三
〇
条
R
第

一
項
)
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①

環

境

に
対

す

る
予

防

と
保
護

お

よ
び
質

の
改

善

②

人

間

の
健

康

の
保

護

③

天

然
資

源

の
慎
重

か

つ
、

合

理
的

利

用

④

地

域

環
境

の
国
際

的

理
解

口

共

同
体

の
環
境

政
策

に
み
る
原

則

(同
上
第
二
項
前
段
)

①

地
域

の
多
様

性

の
考

慮

②

注
意

深

い
、
予

防

的
行

動

の
原

則

(奮

9

コ
。首
Φ
ω
α
Φ
箕

9
き

けδ
口
Φ
巳

.蓉
ま

口
嘆
ひ
く
8

↓圃く
Φ
)。

③

環
境

問
題

を
提

起

す

る

に
至

っ
た

原
因

(QαO
口
『OΦ
)
を

優
先

さ
せ
、
こ
れ

を
補

正

し

(冨
o
ユ
ロ
9
需

α
①
一蝉
8
円器
9
δ
戸
冒
山
同
℃
円葺

竃

巴
。
ω
。
母
。
ρ
9
。・
塑
#
Φ
一三
㊦ω
弩

Φ
コ
<
一δ
コ
器
ヨ
Φ三
)、
汚

染
者

支
辮

の
原

則

(一Φ
9

琴
号
Φ
磐

o
。
=
σq
窪
Hl
冨

巻
霞
)
。
但

し
、
場
合

に

よ

っ
て
は
関
係

国

に

セ
ー

フ
ガ

ー

ド
を

認
め

る

(同
上
第
二
項
後
段
)

日

共

同
体

の
政
策

立
案

に
伴

う
留

意
事

項

(同
上
第
三
項
前
段
)

①

科
学

的

技
術

上

の
問
題

②

諸
地

域

の
諸
条

件

を
考

慮

③

行

動

に
よ

る
、

ま
た
行

動

の
歓
除

に
よ

る
得

喪

の
問

題

④

共

同

体
全

体

の
経

済
社

会

開

発

お
よ

び
、

バ

ラ

ン

ス
の
と

れ
た
開

発

の
問
題

画

共

同
体

と
第

3
国

お

よ
び
国

際

機
関

と

の
協

力

(同
上
第
三
項
後
段
)

①

共

同
体

と

そ

の
加
盟

国

は
、

第

3
国

お

よ
び
所

管

国
際

機

関
と

そ

の
権

限

の
枠

内

に
お

け

る
協
力

㈲

手

続

事
項
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欧
州
委
員
会

は
、
前
記
口
に
よ
り
、
企
画

さ
れ
る
行
動

の
決
定

に

つ
い
て
は
、
欧
州
議
会
、
経
済
社
会
委
員
会

に
諮
問
し
た
後
、

全
会

一
致
に
よ
り
決
定
す
る
。
例

え
ば
本
質
的

に
財
政

に
関
す
る
も

の
、
土
地

の
造
成
、
土
地
改
良
等
を
挙
げ
、
汚
泥

の
処
理
お
よ

び
水
資
源
管
理
を
除
外
す

る

(第

一
三
〇
S
)
。
ま
た
異
な
る

エ
ネ

ル
ギ

i
資
源
と

エ
ネ
ル
ギ

ー
供
給

の
全
般
的
構
成

と
の
間

で
、
加
盟

国
の
選
択

に
著
し
く
影
響
す
る
場
合
も
前
記
決
定
事
項
と
す
る

(同
上
第
二
項
)

㈹

優
先
事
項

欧
州
連
合

の
行
動
計
画

で
、
優
先
事
項

に
関
し

て
は
経
済
社
会
委
員
会

の
諮
問
を
経

て
、
委
員
会

に
お

い
て
決
定
す
る

(同
上
第
三

項
)

㈹

財
政
と
環
境
に

つ
い
て

欧
州
連
合

の
加
盟
国

は
、
財
政
と
環
境
政
策

の
実
施
を
確
保
す

る
も

の
と
し
、
ま
た
汚
染
者
支
弁

の
原
則
を
維
持
す
る
も

の
と
す

る
が
、
あ
る
加
盟
国

に
よ
る
支
出
負
担

が
困
難
と
判
定
さ
れ

る
場
合

に
は
、

一
時
的
違
法

(O
騨
o

αq
9
鉱
8

8
ヨ
宮
「巴
8
)
措
置
、
ま
た

連
合

の
し
か
る
べ
き
基
金

(哨
O
謬
O
)
に
依
存
す
る
措
置
等
を
考
慮

(同
条
第
五
項
)

四

欧
州
連
合
条
約
に
み
る
開
発
の
問
題

欧
州
連
合
条
約

で
は

「
第

一
六
章

環
境
」

に
続

い
て

「
第

一
七
章

開
発
」

に

つ
い
て
第

=
二
〇
条

の
U
、

V
、

W
の
3
力
条
を
設

け

て
い
る
。
但
し
、
単

一
欧
州
議
定
書

に
は

こ
の
章

は
無
く
、

一
九
八
〇
年
代
後
半

に
み
ら
れ
た
環
境
問
題

に
対
す
る
、
世
界

の
関
心

の

高
ま

り
を
う
け

て
の
対
応

と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
欧
州
連
合
は
後
述
す
る
よ
う

に
、
旧
西
欧

の
植
民
地

で
あ

っ
た
開
発
途
上
国
を
対
象

と
す

る

ロ
メ
協
定

(後
述
)
が
あ
る
が
、
こ
の

ロ
メ
協
定
と
、
連
合
条
約

の
整
合
性
は
あ

っ
て
も
、
対
象
地
域

は

一
応
区
別
し
て
考

え
る
必

要
が
あ
る
の
で
念

の
た
め
。
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欧
州
連
合
条
約

が
規
定
す

る

「
開
発
と
協
力
」

に
於

い
て
は
、
欧
州
連
合

は
、
加
盟
す

る
諸
国
が
行
う
政
策

の
補
助
的
役
割
を
果
す

こ

と

に
在
る
と
し
、
次

の
よ
う
に
述

べ
る

(第

一
一.一〇
条
U
)。

の

開
発
途
上

国

の
持
続
的

・
経
済

・
社
会
開
発

の
促
進

の
た
め

の
協
力

①

世
界
経
済

に
お
け
る
、
開
発
途
上
国
の
調
和
と
進
展
を
重
視
し
、
最
貧
国

に
考
慮

②

欧
州
連
合

の
政
策
は
、
開
発
と
民
主
主
義

の
強
化
、
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由

に
寄
与
す
る
よ
う
努
力

③

欧
州
連
合
と

そ
の
加
盟
国

は
、
国
際
協
定
を
尊
重
し
、
国
連
お
よ
び
そ

の
他
主
要
国
際
機
関
が
定
め
る
目
的
を
尊
重

口

多
年
度
計
画

に
亘

る
計
画

日

欧

州
投
資
銀
行
も
、

こ
の
開
発

の
問
題

に

つ
き
可
能

な
限
り
寄
与
す
る
。

但
し
、

A
C
P

.
C
E
E
協
定
諸
国

と
の
協
力
を
含
ま

な
い

四

欧
州
連
合
と
そ

の
加
盟
諸
国

は
、
開
発
協
力

の
問
題

に
関
連
し

て
、
政
策

と
援
助
計
画

に

つ
き
調
整

し
、
ま
た
国
際
機
関
お
よ
び

国
際
会
議

に
お

い
て
協
調
し

て
行
動
し
、
援
助
計
画

に
参
加

五

ロ
メ
協
定
に
み
る
環
境
と
開
発
の
問
題

当
初
欧
州
経
済
共
同
体

に
連
合
す

る
、
開
発
途
上
諸
国

(加
盟
諸
国
の
旧
植
民
地
)
に
対
す
る
、
援
助
と
協
力
を
内
容
と
す
る

ロ
メ
協
定

に

つ
い
て
み
る
と
、
第

一
次

ロ
メ
協
定

(
一
九
七
五
年
)
は
環
境
問
題

に

つ
い
て
は
、
殆
ど
触
れ

て
お
ら
ず
、
第
二
次

ロ
メ
協
定

(
一
九
七
九
年
)

に
お

い
て
は
、
天
然
資
源

の
保
存

と
合
理
的
利
用
お
よ
び
環
境

の
保
護

に

つ
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
三
次

ロ
メ
協
定

(
一
九
八
四

年
)
に
は
、
サ

ハ
ラ
干
ば

つ
に
伴
う
、
飢
餓
問
題
が
発
生
し
、
森
林
破
壊

と
砂
漠
化
防
止
策
、
持
続
可
能
な
農
業
生
産

の
手
段
と
方
法
が
採

り
上
げ

ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
し

て
第

四
次

ロ
メ
協
定

(
一
九
八
九
年
)
に
な
る
と
、
環
境
問
題

が
明
瞭
な
形

で
重
視
さ
れ
、
優
先
事



(
11

)
。

項

と

さ

れ

る

こ
と

に
な

る

欧州連Aに みる環境 と開発への対応
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0

第
四
次

ロ
メ
櫨
定
に
み
る
環
境
問
題

①

目
標
と
命
題

第

四
次

ロ
メ
協
定

に
お
い

て
は
、
第

二
編
第

一
部

に
環
境
を
設
け

(第

・.、二
条
～
第
四

一
条
)、
環
境
と
天
然
資
源

の
保
護
お
よ
び
そ
の
有

効
利
用
、
土
地
、
森
林
資
源

の
破
壊
防
止
、
環
境

と
の
調
和

の
維
持
、
天
然
資
源

の
合
理
的
開
発
等
を
共
同
体

(欧
州
連
合
)
と

ロ
メ
協
定

締
結
国

(
ア
ジ
ア
・
カ
リ
ブ
海

・
太
洋
州
諸
国
)
の
目
標
と
し

(・一西

条
)、
ま
た

ロ
メ
協
定
諸
国
が
当
面
し

た
、
環
境

の
悪
化

に
よ
る
食
糧
不

足

に
伴
う
、
食
糧
安
全
保
障

は
不
可
訣
な
命
題

で
あ
る
と
し

て
い
る

(三
四
条
)。

②

環
境

の
予
防
と
保
護

環
境
対
策

は
長
期

に
亘

り
、
各
国

の
夫

々
の
計
画
も
あ

る
の
で
、
地
域
的
連
帯
を
考
慮

に
入
れ
、

環
境
破
壊

の
予
防

の
た
め
、
段
階
を

経
た
制
度
的
措
置
を
検
討
す
る
も

の
と
し

(三
五
条
)、
環
境
と
天
然
資
源

の
保
護

は
社
会
的
、
文
化
的
範
囲

に
ま

で
、
踏

み
込
ん
だ
地
域

的
規
模

の
配
慮
を
行
う

こ
と
が
必
要

で
あ

り
、

そ
の
た
あ

に
教
育
、
情
報
、
調
査
等
を
包
括
し
た
計
画
と
行
動

に
よ
る
対
応

が
必
要
と
し

て
い
る

(三
六
条
)。

O

ロ
メ
協
定

の
枠
内

に
お
け
る
協
力
関
係

欧

州
連
合

は
従
来
か
ら

「
A
C
P

.
E
E
C
協
力
」

の
表
現

で
協
力
を
行

っ
て
き

て
い
る
が
、
地
球
環
境

の
予
防

と
保
護

に
関
す

る
計

画
が
加
盟
諸
国
と

そ
の
関
連
地
域
、
あ

る
い
は
ま
た
政
府
間
、
非
政
府
間

で
行
わ
れ
る
も

の
に

つ
い
て
支
援
す
る

こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。

な
お
、

ロ
メ
協
定

の
関
係
国

は
、
放
射
性
廃
棄
物
等
危
険

な
廃
棄
物

の
処
理

に

つ
き
、
国
際
的

に
有
効

な
協
力

が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
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従

っ
て
欧
州
連
合

は

ロ
メ
協
定
加
盟
諸
国

へ
の
廃
棄
物

の
輸
出

を
禁
止
す

る
と
同
時

に
、
欧
州
連
合
諸
国
ま
た
は
、
そ

の
他

の
諸
国
か
ら
、

か
か
る
廃
棄
物

の
輸
入

の
禁
止
を
規
定
し

て
い
る
。

ま
た
オ
ゾ

ン
層

の
破
壊
、
熱
帯
林

の
破
壊
等

の
重
要
問
題

に

つ
い
て
、
協
議
と
意
見
交
換
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。

六

国
連
地
球
サ
ー
ミ

ッ
ト
に
お
け
る
欧
州
連
合

の
対
応

欧

州
連

合

は
従

来

か

ら
、
域

外

諸
国

に
対

す

る
、
対

外

政
策

の

一
環
と

し

て
、
前
述

の

ロ
メ
協

定

の
対
象

地

域

の
枠

を
越

え
、

ア
ジ

ア
、

中

近

東
、

ラ

テ

ン

・
ア
メ
リ

カ

の
諸

地
域

に
お

け

る
域
外

諸

国

と

の
関
係

も

フ

ォ

ロ
ー
し
、

欧

州

連
合

独
自

の
政
策

を

打

ち
出

し

て

い
た

が
、

先

般

の
ブ

ラ
ジ

ル
で
行

わ
れ

た
、

地
球

環
境

サ

ー

ミ

ッ
ト
を
通

し

て

こ

の
状
況

を
読

み
取

る

こ
と

が

で
き
る
。

周
知

の
と
お
り
、

一
九
九

二
年
六
月

三
日
よ
り

一
四
日
ま

で
、

リ
オ

・
デ

・
ジ

ャ
ネ
イ

ロ
に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
国
連
環
境
開
発
会
議

(U
N
C
E
D
)
は
約

一
八
〇
ケ
国
、

一
〇

二
名

の
首
脳

が
参
加
す
る
と
い
う
、
国
連
史
上

で
も
空
前

の
会
議

で
あ
り
、
「
環
境
と
開
発
」

に

関
す

る
世
界
的
対
応
と
枠
組

み
を
造

り
上
げ

た
。

こ
の
地
球

サ
ー
ミ

ッ
ト
に
お
い
て
は
、
地
球
を
人
類
共
通

の
未
来

の
た
め
に
、
良
好
な
状
態

に
し

て
お
く
た
め

の
、
人
と
国
家

の
基
本

と
な
る

「
環
境

と
開
発

に
関
す
る
リ
オ
宣
言
」
と
、

ま
た

そ
の
基
本
原
則
と
な
る
一
二

世
紀

に
向

け
て
の
行
動
計
画

「
ア
ジ

ェ
ン
ダ
21
」
、

「森
林

に
関
す

る
原
則
声
明
」
、
「
気
候
変
動

に
関
す

る
国
際
連
合
枠
組
条
約
」
、
「
生
物

の
多
様
性

に
関
す

る
条
約
」
が
採
択
さ
れ
た
。

し
か
し
会
議

に
お

い
て
資
金
問
題

は
最
人

の
争
点
と
な
り
、
殊

に
ア
ジ

ェ
ン
ダ
21

で
は
、
第

二
世
銀

の
第

一
〇
次
増
資
、
地
球
環
境
基

金
増
資
等
が
問
題

で
あ

っ
た
。
O
D
A
拡
充
問
題

に
お

い
て
は
、
欧
州
連
合
加
盟
諸
国

は
二
〇
〇
〇
年
ま

で
に
、
G
N
P
の
○

.
七
%
を

O
D
A
と
し

て
支
出
す

る
こ
と
を
、

ア
ジ

ェ
ン
ダ
21

に
書

き
込
み
た
い
と
す

る
途
上
国

の
立
場

に
賛
同
を
示
し
た

の
に
対
し
、

そ
の
他

の
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米
、
日
等
そ

の
他

の
先
進
国

が
難
色
を
示
し

た
。
欧
州
連
合
側

は
、
積
極
的

に
独
自

の
援
助
基
金

の
設
立
構
想
を
打
ち
出
し
た

(
フ
ラ
ン
ス

提
案
と
い
わ
れ
る
)。

こ
れ

は
膠
着
状
態

に
あ

っ
た

サ
ー
ミ

ッ
ト
の
討
議

に
お
い
て
、

欧
州
連
合
は
指
導
力
を
示
す

こ
と
を
狙

っ
た
と
す
る

(
12

)
。

見
方

も
行
わ
れ
て
い
る

い
ず
れ

に
し

て
も
、
欧
州
連
合
側

は
、

こ
の
リ
オ
会
議

に
お

い
て
は
、
政
府
間
委
員
会

の
活
動
を
は
じ
め
、
前
述

の
締
結
さ
れ
た
諸
条

約
ま
た
は
取
極
交
渉

の
た
め
、
ま
た
持
続
可
能

な
委
員
会
を
通
じ

て
積
極
的
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と

つ
(耀
。

七

欧

州

連

合

の
環
境

問

題

担

当

部

局

前
述

の
と
お
り
、
欧
州
連
合

に
と

っ
て
、
環
境
問
題

は
新
し

い
分
野
と
し

て
、

そ
の
対
応
を
検
討
す

る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
機
会

は

一

九
九

二
年

の
リ
オ
の
地
球
環
境
会
議

で
、

こ
の
会
議

へ
の
対
応

に
焦
点
を
合

わ
せ
事
務
局

の
環
境
担
当
部
局
を
整
備
し
た
と

い
わ
転
翻
。

こ
こ
に
担
当
部
局

の
組
織
を
概
観
す
る
と
事
務
局

に
は
二
一二
の
総
局

(一)
融『ΦO
↓O
憎餌
一〇
∩}O口
Φ
「餌
一)
が
あ
り
、
第

11
総
局
が
環
境
を
担
当
し

て

(
15

)

い
る
。
当
局

の
説
明

に
よ
れ
ば
、
第

11
総
局

は
、
欧
州
連
合

の
環
境
保
全
政
策
を
立
法
事
務
、
調
査
事
務
、
実
施
関
係
、
財
政
支
援
問
題

の
四
段
階

に
お

い
て
関
与
す

る
。

①

立
法
事
務

連
合
条
約

に
基
く
、
環
境

に
関
す

る
行
動
計
画

の
実
施

の
た
め
、
委
員
会

の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

に
よ
り
、
欧
州
議
会
や
経
済
社
会
委

員
会

と
協
議
を
行
な

い
、
閣
僚
理
事
会

は
委
員
会
が
提
出
す
る
立
法

を
認
可
す

る
。

②

調
査
事
務

環
境
と
開
発

に
関
連
す

る
調
査
活
動
、
加
盟
国
と
非
加
盟
国
と

の
協
調

の
た
め

の
調
整

③

実
施
関
連
事
務
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環
境

と
開
発

に
関
連
し

て
定
め
ら
れ
た
法
律
、
規
則
、
行
政
規
則
等

の
実
施

に
伴
う
事
務
を
行

う

④

財
政
支
援
事
務

環
境
政
策

の
遂
行

の
た
め
有
償
ま
た
は
無
償

の
財
政
支
援
事
務
を
行

う

環
境
担
当
機
構

図

総

局

政
策
調
整
、
総
括
事
務
、
人
事
、
文
書
、
記
録
、
法
務

(含
違
反
、
侵
害
)、
機
構
内

の
機
関

(閣
僚
理
事
会
、
欧
州
議
会
、
経
済

社
会
委
員
会
等
)
と

の
関
連
事
務
、
お
よ
び
環
境
関
連

の
タ

ス
ク

・
フ
オ

ー
ス
を
所
掌
す

る
。
総
局
は
A
、
B
、
C

の
三

つ
局

を
傘
下

に
置
く

A

局

放
射
線
関
係

①

放
射
線

の
危
険
防
止

と
安
全
基
準
、
イ
オ

ン
問
題
、
食
品
と
環
境
、
原
子
力
事
故
関
係

②

産
業
施
設
、
製
品

に
対

す
る
保
健
と
環
境
面
か
ら
の
規
制
、
産
業

に
お
け
る
危
険
防
止
、
産
業
施
設

の
環
境
面

か
ら

の
コ

ン
ト

ロ
ー
ル
。
人
間

工
学
上

の
危
険

と
評
価

と
監
視

③

産
業
廃
棄
物

の
規
制
、
酸
性
雨
問
題

④

広
域
環
境
規
制
、
廃
棄
物
規
制

と
浄
化
技
術
、
製
品

の
リ
サ
イ
ク
ル
と
再
利
用
地
域
別
廃
棄
物
管
理
問
題

(含
改
善
と
開

発
)

⑤

民

間
に
対
す

る
支
援
、
自
然
災
害

に
対
す
る
援
助
、
緊
急
援
助
問
題
、
海
洋
投
棄
防
止

B

局

環
境

と
天
然
資
源

①

水
質
保
全
、
海
岸
国
問
題
、
環
境
と
観
光
汚
染
源
と
水
質

の
監
視
、
淡
水
と
海
水

に
関
す
る
国
際
取
極

②

自
然
と
土
壌

の
保
全



C

絶
滅

の
危
機

の
お
そ
れ
あ
る
生
物

の
保
護
、
土
壌

の
保
護
、
環
境
と
農
業
問
題

③

都
市
環
境
政
策
、
大
気
、
自
動
車

の
排
気
ガ

ス
、

エ
ン
ジ

ン

・
オ
イ

ル
の
質
、
騒
音
対
策

④

地
球
環
境
問
題

(地
球
、
生
物
)

局

国
際
問
題

①

国
際
機
関
と

の
協

調
、
国
際
取
極

の
交
渉

と
実
行
、

二
国
間
関
係
と
第
三
国

②

財
務
機
構

の
管
理
と
調
整

(中

・
長
期
)
環
境
政
策
、
中

・
長
期
戦
略
と
作
業
計
画

③

経
済
統
合

に
お
け
る
開
発
と
環
境
、
経
済
分
析
と
計
画

④

環
境

に
関
す

る
広
報
、
教
育
、
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

欧州連合にみる環境と開発への対応
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注
(
1
)

国
連

人
聞
環
境
会

議

(
↓
ゴ
Φ
d
巳
8
α
完
象
δ
ロ
ω
O
o
口
噛Φ
「
Φ
コ
o
①
o
コ
3
Φ
鵠
億
ヨ
き

国
口
く
一「§

ヨ
Φ
蓑
噂
ω
8
0
喜

o
巨

守
o
ヨ

α
ε

一
①
言

コ
①
お
趨
)

は
、
人
間

環
境

の
保

全
と
向
上

に

つ
き
、
世
界

の
人

々
を
激

励
し
、
ま
た
指
導

す
る
た
め

の
共
通

の
見
解

と
原

則
を

26
箇
条

に
ま
と
め

た
宣
言

を
採
択

し
、
環
境
問
題

へ
の
国
際
的
取

り
組

み
を
示
す
最
初

の
会
議

と
な

っ
た
。

(
2
)

わ
が
国

の
資
本
主

義

の
初
期
、

つ
ま

り
明
治

中
期

に
鉱
山

に
お
け

る
鉱
毒
事
件

が
、
公
害

問
題
と
し

て
現
出

し

て
い
る

(例

・
足
尾
銅

山
、
別
子

銅
山

)
。

(
3
)

ラ
イ

ン
河

の
水
質
汚

染
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